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はじめに 

 
豊島区では、令和 2 年に、すでに制定されていた豊島区子どもの権利に関する条例の趣旨を踏まえ、

これまで子ども及び若者に関して法律ごとに策定されていた計画を統合し、一つの総合計画として「豊
島区子ども・若者に関する総合計画」（以下「本計画」と言います。）を定めました。その趣旨を踏まえ
て、青少年問題協議会では、従来の検証方法を見直した上で、令和３年度に、子どもの権利保障の
観点から、豊島区の子ども・若者施策につき本計画の実施状況について初めての検証を行いました。 

2 年目に当たる本年度の検証は、昨年同様、青少年問題協議会の下に、専門委員会を設け、各
課から示された事業評価を、事業目標と事業内容の整合性に留意しながら、全体として、計画目標に
即して実施され、子ども・若者の権利が保障されているかについて精査し、最終的に、これを青少年問
題協議会で審議することとしました。 

令和２年に始まった世界的な新型コロナ・ウィルス・パンデミックは、子ども・若者の生活に大きな変化
をもたらす一方で、学校教育を含めて区が行っている子ども・若者施策を停滞させ、子ども・若者に深刻
かつ多大な影響を与えました。令和３年度には、豊島区の子ども・若者施策は、（詳細は本編に委ね
るとして）コロナ禍は解消されてはいないものの、各事業がコロナ禍を踏まえた上で前向きの対応がなさ
れるなど前進もみられるようになりました。子ども・若者施策を担う各課の工夫と努力をみることができます。 

ところで、昨年の「東京都こども基本条例」に続き、本年６月には、「こども基本法」、「こども家庭庁
設置法」及び同法に伴う「整備法」が制定され、「こども基本法制」が国においても整備されました（令
和 5 年 4 月施行）。「こども基本法」は、「児童の権利条約の精神にのっとり」とした上で、①差別の禁
止、②最善の利益、③生命・生存・発達の保障、④子どもの意見の尊重といった子どもの権利条約の
一般原則を踏まえた「基本理念」を定めており、こども施策は、この基本理念の下、行われなければなら
ないとしています。また、こども施策を計画的に進めていくことの重要性とともに、自治体においては、縦割
りを解消する形で、地方こども計画を、「一体のものとして作成することができる」としています。 

豊島区では、「省庁縦割り」、「法律縦割り」の弊害を踏まえて、すでに、一体のものとして本計画を
策定しており、その意味では、その検証の在り方も含めて、国にも先駆ける形で、子ども施策を実施して
いるところです。ただ、その精度は、子どもの権利保障との関係で、必ずしも高いものではなく、まだまだ、
改善の余地があります。特に、⾧らく続いてきた、「法律縦割り」の思考は相変わらず存在しており、「子
どもの権利保障にとってどうなのか」という思考に達していない事業も散見されます。今後は、こうした事業
の在り方を、計画の見直しの中で、ただ法律を実施するのではなく、子どもの権利保障との関係でしっか
りと位置づけていく必要があります。特に、こどもの施策の「基本理念」の要になる上記④「子どもの意見
の尊重」は、あらゆる事業、あらゆる場面で十分であると評価することはできません。 

豊島区が、東京都や国に先駆けて一歩踏み出したという自負を持ちつつ、豊島区の子ども・若者施
策が子どもの権利保障に確実に寄与するよう、計画の精査と実施が求められています。 
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１ 概要 

【計画策定の背景・目的】 

子ども・若者支援策を総合的に展開するため、平成 31 年度までを計画期間とする「豊島区子ど

もプラン（子ども・子育て支援事業計画を含む）」及び「豊島区子ども・若者計画」の改定を契機に、

２つの計画を統合し、「豊島区子ども・若者未来応援あり方検討会報告書」の観点を包含するととも

に、新たに「子どもの権利推進計画」を盛り込んで、子ども・若者に関する総合計画を策定しました。 

 

【計画の位置付け】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画期間】 

令和２（2020）年度から令和６（2024）年度までの５年間 

 

【計画の対象】 

子ども・若者や妊娠期の方、子育て家庭を対象とします。計画の対象となる子ども・若者は原則と

して０歳から 30 歳までとし、一部の施策は概ね 39 歳までとします。 

  

Ⅰ 豊島区子ども・若者総合計画について 
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【計画の基本理念】 

 

 

 

 

【基本的な考え方】 

計画の基本理念を実現するために、現状と課題を踏まえて、以下の５つの考え方で施策を推進し

ていきます。 

 

・子ども・若者の今の「思い」を受け止め、子ども・若者を育成の対象と捉えるのではなく、社会の構
成員として認め合い、権利の主体としての意見や選択を尊重する取組を推進します。 

 
 
・子ども・若者が健やかに成⾧するために、家庭が孤立することなく、必要な協力を得ながら、保護
者と子どもが安心して地域で暮らせる環境が必要です。 

・保護者と子どもがお互いを大切に思いながら、それぞれが自分らしく暮らせるよう支援します。 
 
 
・子どもの権利は、子どもが皆等しく生まれながらに持っており、その年齢や発達に応じて保障される
ものです。 

・子どもは他者との関わりの中から、お互いの権利の尊重、責任などを学び、権利を実現していく力
を培っていきます。 

・子ども・若者の支援にあたっては、乳幼児期から学童期、思春期、青年期まで、発達段階ごとに
必要となる支援を継続的に行うことが求められます。 

・子ども・若者が自己肯定感を育み、自尊感情を醸成させ、自己として確立できるよう支援します。 
 
 
 
・子ども・若者は社会の関わりの中で成⾧します。 
・家庭、就学前児童の教育・保育施設、学校、放課後対策施設などの子どもに関わる施設、地
域、NPO などの地域団体、関係機関、行政が、それぞれの特性を活かしながら、連携・協働し、
子ども・若者の成⾧を応援します。 

 
 
 
・計画全体を進めることで、子どもの権利保障、子どもの貧困対策、子ども・若者支援を推進します。 

  

すべての子ども・若者の権利が保障され 

豊かな文化の中で自分らしく成⾧できるまちづくり 

（1）子ども・若者一人ひとりを権利の主体として尊重する。 

（2）安心して子育てできる環境を整備し、親子が共に成⾧できるように支援する。 

（3）子ども・若者の成⾧段階に応じて、切れ目なく支援する。 

（4）家庭、子どもに関わる施設、地域、関係機関、行政が連携・協働し、社会全体で 
    子ども・若者を支援する。 

（5）子ども・若者総合計画の全分野の目標に基づき、子どもの権利保障、子どもの貧困 
対策、子ども・若者支援に取り組み、基本理念を実現する。 
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２ 施策の体系 
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３ 実施状況の検証 

計画の推進にあたっては、PDCA サイクルに基づき、以下のように子ども・若者や子育て家庭の視

点に立った取組が行われているか検証を行い、施策の推進や改善に繋げていきます。 

 

【計画全体について】 

庁内関係部署で組織する「子どもの施策調整会議」や、区民や地域団体等の幅広い関係者で

構成される「青少年問題協議会」において、子ども若者課が事業主管課に対して行う「実施状況調

査」に基づき、計画の「重点事業」の目標達成状況を中心に点検・評価を行います。 

その結果については、「青少年問題協議会」が本冊子（５ページ以降）に取りまとめ、区ホームペ

ージ等を通じて広く区民に公表していきます。 

 

【子どもの権利の観点からの施策の検証・推進について】 

「子どもの権利委員会」が検証を行います。 

 

【「第二期子ども・子育て支援事業計画」について】 

「子ども・子育て会議」が点検・評価を行います。 
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１ 全体の状況 

３ページに記載のとおり、計画では「目標」ごとに「取組の方向性」を記載しています。「取組の方向

性」にはそれぞれ「計画の進捗を測る指標」を設定しており、当該指標を向上させるための取組として

「具体的取組」を記載しています。 

「重点事業」と「計画事業」は、それぞれの「具体的取組」に関連する事業として計画に掲載された

事業であり、特に「重点事業」は予め事業ごとに事業目標や目標値を設定し、その達成状況を点検

していくことを目的に設定されたものです。これらの事業を推進することで、「具体的取組」の目標達成

や「取組の方向性」の「計画の進捗を測る指標」の向上を図り、計画全体の目標達成を目指します。 

また、「新規事業」は、本計画策定後に開始した事業など、計画に掲載されていない子ども・若者

や子育て家庭に関係する事業であり、令和２年度は１事業が該当し、令和 3 年度は２事業が該

当、令和 4 年度も 1 事業が該当しました。 

主管課評価について、評価の指標は下記の通りです。 

 

○主管課評価の説明             （目標値(令和 6 年度に対する達成率)） 

A…目標以上の取組ができた       （100％以上） 

B…ほぼ目標に資する取組ができた    （70％以上 100％未満） 

C…目標に資する取組が想定を下回った  (70％未満以下） 

D…未実施または終了            （0％） 

 

【事業区分別主管課評価の状況（全体）】 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計 

重点事業 14 23 2 0 39 

計画事業 146 119 7 3 275 

新規事業 0 1 0 0 1 

全事業 
160 

(50.8%) 
143 

(45.4%) 
9 

(2.9%) 
3 

(1.0%) 
315 

(100%) 
※ 再掲事業を含む。 

※ 計画策定後、休止となった２事業（再掲事業含む）、終了となった 2 事業及び事業統合となった 2 事業を

除く。（いずれも計画事業） 

Ⅱ 令和 4 年度実施状況 
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※ 構成比は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても 100 にならない場合がある。 

全体としては、Ａ及びＢで全体の 96.2%を占めており、事業の多くが目標に資する取組ができた

という評価となっています。 

一方で全体の 3.8%の事業が C 及び D、すなわち、目標に資する取組が不十分又は未実施とな

っています。前年度に引き続き新型コロナウィルス感染症の感染拡大による影響が残るものの、前年

度の A 及び B で 92.7%、C 及び D で 7.3%を踏まえると改善の兆候が見られます。 

 

２ 体系別の状況 

７ページからは、計画に掲げた６つの「目標」ごとに、その概要を記載するとともに、令和 4 年度に

おける事業区分別の主管課評価の状況をまとめました。 

その上で、それぞれの「目標」における「取組の方向性」ごとに、その構成事業における主管課評価

の状況をまとめました。 

「重点事業」については、「豊島区子ども・若者総合計画」における事業概要を掲載した上で、令

和 4 年度の実績等の詳細を記載するとともに、目標値（令和６年度）の修正が必要な事業は、そ

の内容と理由を記載しています。 
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【概要】 

目標Ⅰでは、「子どもの権利に関する条例」や子どもの権利に関する理解の促進、子どもの意見表

明や参加の促進、子どもの居場所や活動の充実に取り組んでいます。また、重大な権利侵害である

児童虐待やいじめについては、未然防止と権利侵害が起こったあとの支援に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業区分別主管課評価の状況（目標Ⅰ）】 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計 

重点事業 4 7 1 0 12 

計画事業 19 15 0 0 34 

新規事業 0 1 0 0 1 

全事業 
23 

(48.9%) 
23 

(48.9%) 
1 

(2.1%) 
0 

(0.0%) 
47 

(100%) 
※ 再掲事業を含む。 

※ 構成比は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても 100 にならない場合がある。 

目標Ⅰは重点事業・計画事業、追加された新規事業とあわせて 47 事業で構成されていますが、
Ａ及びＢで 97.9%を占めており、事業の多くが目標に資する取組ができたという評価となっていま
す。令和 3 年度の状況（A 及び B で 93.5％）と比べるとさらに評価が向上しており、十分に対応
している状況と言えます。 

👉「取組の方向性」ごとの実施状況や重点事業の実績等については、次ページ以降に記載。 
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「子どもの権利に関する理解促進」は、２つの具体的な取組、５事業（うち重点事業は 2 事業）

で構成されています。 

それぞれの事業における令和 4 年度の主管課評価は、評価 A（目標以上の取組ができた）が１

事業（20.0%）、評価 B（ほぼ目標に資する取組ができた）が 3 事業（60.0%）、評価 C

（目標に資する取組が想定を下回った）が 1 事業（20.0％）となっています。 

具体的な取組 構成事業 担当課 
主管課
評価 

子どもの権利の普及啓発・情
報発信 

《重点》「子どもの権利」の理解の普及・啓発 子ども若者課 Ｂ 
「子ども月間」事業 子ども若者課 B 

子どもの権利に関する学習機
会の確保・学習支援 

《重点》「子どもの権利」に関する研修・講座の実施 
子ども若者課／
指導課 

C 

学校における「子どもの権利」に関する学習機会の確保 
子ども若者課／
指導課 

Ａ 

保育の質向上事業 保育課 B 

 

【重点事業の実施状況等】 

令和 4 年度における重点事業（２事業）の実施状況等は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 
 

実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

周知用パンフレット等の 
修正および配布をした。 

既存のパンフレット等について、
連絡先一覧の全体的な見直
しを行った。 
また、周知用パンフレット（一
般用）及び周知カード（中学
生用）を小中学校にて引き続
き配付した。 
その他、周知用パンフレット
（マンガ版）及び学習用パン
フレットを区立小中学校のタブ
レットに電子データを掲載し、
子どもがいつでも簡単に見られ
るよう改善を図った。 

Ｂ 

豊島区子どもの権利に関する条例を踏まえ、令
和５年度に新たに「としま子どもの権利相談室」
を設置することから、既存のパンフレット等の内容
を更新する。 
引き続き、周知用パンフレット（マンガ版）及び
学習用パンフレットを区立小中学校のタブレットに
電子データを掲載し、子どもがいつでも簡単に見
られるよう改善を図る。 

 

（1）子どもの権利に関する理解促進 
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実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

①8 回 
②2 回 
③0 回 

子ども若者課 
保育士、子どもに関わる施設職員に対
する子ども研修において、子どもの権利
に関する研修を実施するとともに、全職
員を対象とした e-ラーニング「子どもの
権利」を実施し、22％の職員が受講し
た。また、ファミリーサポートセンター援助
会員を対象に出張講座を実施した。 
指導課 
人権教育に関する研究開発指定校に
おいて、各教科における「豊島区子ども
の権利条例」に関する学習を実施し指
導する教員の人権意識を高めた。 

C 

子ども若者課 
引き続き、職員に向けた研修を実施していくととも
に、研修・講座の実施について、状況を勘案しな
がら策定時の水準に戻し、令和6年度の目標値
を目指す。 
指導課 
全小・中学校の教育課程に「豊島区子どもの権
利条例」についての学習を位置付ける。教員研
修は継続して実施する。 

 

 

 

【青少年問題協議会からの意見】 

  ●【重点事業 1 「子どもの権利」の理解の普及・啓発】 

令和２年度は既存の条例周知用パンフレット（一般用・中学生用）に加え、新たに小学校４～

６年生向けに学習パンフレットを作成しました。 

豊島区は、平成 18 年に「子どもの権利に関する条例」を制定していますが、子どもたちには条例の

認知度が低い状況下で、「子どもの権利」の理解の普及・啓発ツールを増やしたことは、とても意義深

いことでありました。 

令和 3 年度の取組として、子どもたちに豊島区子どもの権利条例をわかりやすく表現するため、

代々木アニメーション学院と提携し、豊島区がトキワ荘のあるまちとして、漫画文化を活用し漫画を用

いた条例周知用パンフレットを作成しました。 

令和４年度には既存のパンフレット等についての全体的な見直しを行い、引き続き新入生の保護

者の方には周知用パンフレット、新中学 1 年生には周知カードを配布しました。 
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また子どもたちが学校で活用しているタブレットに電子データを掲載し、子どもたちがいつでも「子どもの

権利」について見られるよう改善を図りました。 

子どもの権利の普及啓発でツールを配布するだけでは子どもが読んで理解するとは考えにくい、子ど

も自身がしっかりと理解することが最終的な目標になるので、様々な場面で子どもの理解を進める方法

を考えていくことが必要なのではないでしょうか。 学校などで折に触れ、教えていくことを望みます。 

 
 ●【重点事業 3 「子どもの権利」に関する研修・講座の実施】 

   令和２年度と令和 3 年度は新型コロナウィルス感染症の影響により、事業の展開の難しさがあ

り、なかなか目標値に近づくことができませんでした。 

令和 4 年度後半は少しずつ新型コロナウィルス感染症も収まりつつあり、学校だけでなく保育士や

子どもの関わる施設職員にも研修を実施するとともに、全職員を対象としたｅ-ラーニングやファミリーサ

ポートセンター援助会員を対象に出前講座も実施しました。 

人権教育に関する研究開発指定校においては、各教科における「豊島区子どもの権利条例」に

関する学習を実施し、指導する側の人権意識も高めました。 

このような成果は、豊島区だけでなく全国にフィードバックし発信することを望みます。 

 また、令和 5 年度以降の取組の方向性として「豊島区子どもの権利条例」についての学習を全小・

中学校の教育課程に位置づけ、教職員研修は継続して実施すると記載があるので、研修を充実させ

ていただき教職員の学びというものを教育に活かすことを望みます。 
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「子どもの意見表明・参加の促進」は、２つの具体的な取組、５事業（うち重点事業は 1 事業）

で構成されています。 

それぞれの事業の令和 4 年度における主管課評価は、評価 A（目標以上の取組ができた）が 2

事業（40.0%）評価B（ほぼ目標に資する取組ができた）は3事業（60.0%）となっています。 

具体的な取組 構成事業 担当課 
主管課
評価 

子どもの意見表明・参加の仕
組みづくり 

《重点》としま子ども会議の開催 子ども若者課 B 
子どもの参加推進事業 子ども若者課 A 

利用者会議の開催 
子ども若者課／
放課後対策課 

Ａ 

子どもの意見表明・参加の促
進 

子ども地域活動支援事業 子ども若者課 Ｂ 
青少年指導者養成事業 学習・スポーツ課 B 

 

【重点事業の実施状況等】 

令和 4 年度における重点事業（１事業）の実施状況等は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

①18 人 
②0 件 

会議 6 回、意見発表会 1
回を開催しました。コロナ対
策を講じた上で、対面でのワ
ークショップ形式で実施しまし
た。ファシリテーターとして、テ
ーマに関係する部署の若手
職員に参加してもらうことで
議論を深めることができまし
た。 

B 

計画などの改定時期などで、子どもの意見を施策に反映し
たい各課からテーマを募集し、事前にテーマを定めます。募
集段階でテーマを公表した上で参加者を募ることにより、子
どもたちの意見を施策に反映しやすくなります。職員ファシリ
テーターはテーマを応募した部署の職員が参加し、子どもた
ちの声を直接聞く機会になります。 

 

 

 

 

 

（2）子どもの意見表明・参加の促進 
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【青少年問題協議会からの意見】 

  ●【重点事業 6 としま子ども会議の開催】 

   令和２年度は「豊島区子どもの権利に関する条例」にもとづく「としま子ども会議」を初めて開催しま

した。 

子どもの意見を反映する場という意味では意義のある開催となりましたが、コロナ禍という状況で、

参加者数が目標を大きく下回ったことや、子どもからの提案採択数が０件であったことは残念でした。 

令和３年度も、令和 2 年度と同様に参加者数は改善されたものの提案採択数が０件でした。

子どもの意見表明・参加の促進という意味では、としま子ども会議で出た子どもからの意見がどのように

尊重され区政に反映されたかが重要であります。 

   令和 4 年度についても、参加者数が少し増えたものの、提案採択数としては変わらず 0 件だった 

現状からすると、ただ子どもの意見を聞くだけというところに留まっているのではないでしょうか。 

   子どもの意見表明の場を設け、それが事業に反映され、子どもたちの意見を実現するという仕組を 

つくっていくことが不可欠です。 

令和 5 年度にはぜひ、そのような場を設けて、子どもの提案に対して区⾧がどのように受け止める

のかということを見えるかたちで実施することを望みます。 
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「子どもの居場所・活動の充実」は、４つの具体的な取組、19 事業（うち重点事業は５事業）

で構成されています。 

それぞれの事業の令和 4 年度における主管課評価は、評価 A（目標以上の資する取組ができ

た）が 10 事業（52.6％）、評価 B（ほぼ目標に資する取組ができた）が 9 事業（47.4%）と

なっています。 

具体的な取組 構成事業 担当課 
主管課
評価 

子どもの居場所の充実 

《重点》中高生センターの運営 子ども若者課 B 
《重点》子どもスキップの運営・改築 放課後対策課 B 
放課後子ども教室事業 放課後対策課 Ａ 
子ども食堂ネットワーク 子ども若者課 A 

屋外遊び場の充実 

《重点》プレーパーク事業 子ども若者課 Ａ 
小学校開放事業 放課後対策課 A 
公園・児童遊園新設改良事業 公園緑地課 B 
「としまキッズパーク」の整備・運営 公園緑地課 A 

活動・体験機会の充実 

《重点》子どものための文化体験事業 ※ 
文化デザイン課
／保育課 

B 

次世代育成事業助成 文化デザイン課 B 
アトカル・マジカル学園 文化デザイン課 A 
図書館おはなし会・読み聞かせ事業 図書館課 A 
生涯スポーツ推進事業 学習・スポーツ課 Ｂ 

プレーパーク事業【再掲】 子ども若者課 B 

学習支援の充実 

《重点》コミュニティソーシャルワーカーによる子どもの学習
支援 

福祉総務課 B 

としま未来塾 指導課 A 
小・中学校補習支援チューター事業 指導課 B 
ひとり親家庭等の子どもに対する学習支援事業 子育て支援課 A 
としま子ども学習支援ネットワーク「とこネット」 福祉総務課 A 

 ※ 「子どものための文化体験プログラム」から事業名変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）子どもの居場所・活動の充実 
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【重点事業の実施状況等】 

令和 4 年度における重点事業（５事業）の実施状況等は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
目標値（令和６年度）見直し   

見直し後の目標値 見直しの理由 

①2,000 人 
②30,000 人 

仮施設で規模を縮小して運営するため 

 
実施状況  

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

①1,952 人 
②27,457 人 

コロナ禍から徐々に日常を取り戻しつつある状況の中、感染症対
策を講じながら中高生の日常を取り戻す企画事業を展開しまし
た。 
一方で、生きづらさを抱えた中高生が増加傾向にあり、何等かの
事情で学校へ行くことが出来ない中高生の居場所としてのニーズ
の高まりに対し検討を開始しました。 

B 

午前中の施設活用と
して、中学校等と連携
し、学校へ行くことが出
来ない中高生の居場
所事業の展開を具体
化していきます。 

 

 

【青少年問題協議会からの意見】 

  ●【重点事業 11 中高生センターの運営】 

 

中学生・高校生の居場所として中高生センタージャンプを運営しているのは自治体の中でも 

めずらしいことです。 

  令和 4 年度はジャンプ東池袋では、1 年間の大規模修繕が始まり改修期間中には代替施設とな

る建物が縮小されていましたが、令和６年 2 月からは設備も充実した新しい居場所を提供することが

できるようになります。 

令和 5 年度以降の取組の方向性として、不登校の中高生の午前中の居場所が確保できるのは 

とても良いことととらえています。 

中高生にとっても今まで以上に居心地の良い空間が提供され、さらなる発展ができればと願います。 
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実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

526,031 人 

感染症対策を講じながら、「スキップの日」として学年や人
数を制限して一般利用を実施しました。令和 4 年 9 月よ
り、全学年を対象に一度帰宅してからの一般利用を再開、
さらに令和 5 年 1 月より 1～3 年生の直接利用を再開し、
全面再開に向けて、一般利用を拡大しました。 

B 

一般利用を全面再開
し、放課後の安全な居
場 所 の 確 保 に 努 め ま
す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

①34,785 人 
②9 回 

年間を通じ池袋本町プレーパークを実
施し、屋外で自由な発想で自分らしく
遊べる場所を提供しました。地域で実
施する出張プレーパークはコロナ禍のた
め保育園での実施を主に行い、感染
状況を考慮しながら公園等で実施し、
多くの子どもたちに外遊びの体験の場
を提供しました。 

Ａ 

常設の池袋本町プレーパークは年間を
通じ、屋外での自由な発想で自分らしく
遊べる場所の提供を行います。身近な
地域で実施する出張プレーパークは公
園での実施を主とし、近隣の複数の保
育園などが利用できるようにし、区民ひろ
ばでも実施します。 
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【青少年問題協議会からの意見】 

  ●【重点事業 12 子どもスキップの運営・改築】 

 

   令和 3 年度から徐々に感染症対策を講じつつ一般利用を拡大し、令和 4 年度は全面再開を目

指し、延べ利用者数を見るとかなり目標値に近づきつつあります。 

  共働きの保護者が増える中、一般利用の拡大はとても助かることです。 

   次の段階では、居場所の質の問題が生じてくると思うので、令和 5 年度以降の取組の方向性と 

して、「安全な居場所」の確保に努めるということが示されています。 

利用者数が多くなることによって、安全面にも着目されているならば今後は質に対する目標も 

考えるべきです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

①事業見直しのためプロ 
グラム廃止 

②８回、432 人 
③2 回、 30 人 
④20 園、434 人 
⑤41 回、849 人 
 

①～③、⑤の鑑賞・参加型プログラム
については、コロナ状況でありながらもア
ーティストのマスクに装飾をするなどの演
出をしました。また、感染対策を徹底す
る一方で、段階的に参加人数を増や
し、多くの子どもとその家族にアート体
験の場を提供しました。また、④の保育
園ワークショップでは、コロナの影響によ
り何度か延期になったり参加人数が減
ったりしましたが、感染防止のため人数
制限を設けたり、1 日に複数回に分け
て実施した結果、最終的に全園実施
することができました。 

B 

①～③、⑤では、鑑賞・観劇の機
会を提供するだけでなく、プロのアー
ティストによる音楽・ダンス・造形な
どのワークショップを通じて子どもたち
の個性と多様性を尊重するプログラ
ムを引き続き実施していきます。 
また、④保育園ワークショップについ
ては、実施園が偏ることのないよう、
選考の際に配慮いたします。 

 

 

子どものための文化体験
事業 
※R2～事業名変更 



- 17 - 

【青少年問題協議会からの意見】 

  ●【重点事業 19 子どものための文化体験事業】 

  プレーパーク事業とともに文化体験も子ども時代には貴重な体験ですので、すべての子どもを対象に

するべきです。 観劇や鑑賞教室・ワークショップなどの告知はホームページ等を活用し周知と申込受

付を行っていますが、公平にすべての子どもにいきわたっていることが望まれます。                         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

①23 回 
②190 人 

新型コロナウィルス感染症の影響により、
一部の学習会は開催中止となりました。 
なお、コロナ禍でも支援が途切れることが
ないよう、対面開催以外に、年7回お便
りを発行し、内容によって返信ハガキを同
封することにより、ボランティアと子どもたち
の関係性の継続に努めました。 
また、学習会の場や返信ハガキで寄せら
れた子どもたちの意見や要望は、積極的
に学習会の企画内容に取り入れていま
す。 

B 

新型コロナウィルス感染症が収束するま
では、従来通りの方法で学習会を開催
することは困難です。コロナ禍でも、ボラン
ティアと子どもたちの関係性が途切れるこ
とのないよう、学習会のあり方の見直し
や、定期的なお便りの発行等、工夫して
取り組みを行っていきます。 

 

【青少年問題協議会からの意見】 

  ●【重点事業 24 コミュニティソーシャルワーカーによる子どもの学習支援】 

   学習支援が目的の事業ですが、コロナ禍の状況において一部の学習開催は中止になってしまって

いることは残念なことです。 学習支援はコロナ禍でも必要なことなので、貴重な居場所でもあることか

ら新型コロナウィルス感染症が 5 類に移行したのであれば学習会の開催を切に願います。 
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「子どもの権利侵害の防止及び相談・救済」は、２つの具体的な取組、18 事業（うち重点事業

は 4 事業、令和 4 年度の新規事業が 1 事業）で構成されています。 

それぞれの事業の令和 4 年度における主管課評価は、評価 A（目標以上の取組ができた）が

10 事業（55.6％）、評価 B（ほぼ目標に資する取組ができた）が 8 事業（44.4%）となってい

ます。 

具体的な取組 構成事業 担当課 
主管課
評価 

児童虐待防止対策・い
じめ防止対策 

《重点》子ども虐待防止ネットワーク事業  
子ども家庭支援セン
ター※ 

A 

《重点》いじめ防止対策推進事業 指導課 B 
【新規事業】子どもに関わる職にある者の服務の厳正 指導課 B 

児童虐待防止の普及・啓発  
子ども家庭支援セン
ター※ 

A 

こんにちは赤ちゃん事業 
健康推進課／ 
⾧崎健康相談所 

B 

子育て訪問相談事業  
子ども家庭支援セン
ター※ 

A 

母子一体型ショートケア事業（ひとり親家庭支援事業） 子育て支援課 B 
家庭訪問型子育て支援（ホームスタート）助成事業 子育て支援課 B 

スクールカウンセラー事業 
指導課／ 
教育センター 

A 

スクールソーシャルワーカー活用事業 教育センター A 

相談・救済体制の整備 

《重点》「子どもの権利擁護センター（仮称）」の設置 子ども若者課 A 

《重点》子どもの権利擁護委員相談事業  
子ども家庭支援セン
ター※ 

A 

児童相談所の設置・運営 児童相談課※ A 
人権擁護委員相談事業 区民相談課 Ａ 
子ども若者総合相談事業（アシスとしま） 子ども若者課 B 

子どもに関する相談事業  
子ども家庭支援セン
ター※ 

A 

子どもからの専用電話相談  
子ども家庭支援セン
ター※ 

Ｂ 

子ども家庭女性相談事業 子育て支援課 B 

※ 「子育て支援課」から担当課変更。 

 

（4）子どもの権利侵害の防止及び相談・救済 
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【重点事業の実施状況等】 

令和 4 年度における重点事業（４事業）の実施状況等は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ※担当課が子ども家庭支援センターに変更 

目標値（令和６年度）見直し  

見直し後の目標値 見直しの理由 

①変更なし 
②40 回 

関係機関の関心も高く、既に目標値を達成しているため 

 
実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

①2 回 
②44 回 

国の重点支援である「ヤングケアラー」の研修・
豊島区児童相談所開設に際し「豊島区児童
相談所の概要・区児童相談所開設後の子ど
も家庭支援センターの役割」について研修を
開催した。 
出張講座はコロナ禍も継続して開催した。 

A 

引き続き、関係機関に児童虐待
予防の取り組みを周知し、虐待の
早期発見、早期対応につなげる。
区民向けや子ども向けの講座も検
討する。 
ヤングケアラーの周知についても継
続する。 

 

【青少年問題協議会からの意見】 

  ●【重点事業 29 子ども虐待防止ネットワーク事業】 

  この事業についてヤングケアラーの支援というものがどこまでできているのかが気になりましたが、庁内の 

部署だけでなく地域の民生児童委員、子ども食堂を実施している方など公民連携で構成された会議 

体で、ヤングケアラー関係機関連絡会議が開催されたことで、今後も定期的に実施することによって、 

表に出てこないヤングケアラーについても、庁内・地域の皆さんとの話し合いの中で掘り下げていくことが 

できることを確認できました。 

今後もネットワーク研修会の開催を継続するとともに、関係機関連絡会議の充実を目標に、児童

相談所・保健所・子ども家庭支援センターとの三機関の役割分担の評価があってもよいと考えます。 
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実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

①小学校 80.0% 
中学校 90.9% 

②職層に応じ年３回実
施 

・心理検査を区立小学校 3 年生～区立中
学校３年生を対象に年 2 回実施した。 

学識経験者、保護者、学校、地域、関係機
関からなるいじめ防止対策委員会の開催
【年 3 回】をした。 

・学識経験者、弁護士、心理士、福祉の専
門知識を有する者等で構成するいじめ調査
委員会の開催【年 1 回】をした。 

・教員研修の実施（3 回）をした。 
・「校内心のケア委員会」を全校に設置、アン
ケートに基づき教職員による全児童・生徒と
の面談実施（3 回）をした。 

B 

学校経営や学級経営の
根本として、年度当初か
ら、全教職員の共通の意
識を高め、いじめを、「しな
い させない 見逃さない」
体制づくりを推進する。 
令和４年度に作成したい
じめ防止取組連携推進
【デジタル版】の電子データ
を活用し、子どもスキップを
はじめ、家庭・地域、関係
機関と学校が一体的にい
じめ対策を推進する協力
体制を強化する。 
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目標値（令和６年度）見直し  

見直し後の目標値 見直しの理由 

①令和 5 年度中に開設 
②変更なし 

新型コロナウィルス感染症の影響で区の財政等に影響が生じており、様々な事業
にスケジュールの変更が発生しているため。 

 
実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

①設置に向けて検討 
【令和 5 年度中に開設】 
②－ 

「子どもの権利委員会」を全４
回実施し、令和５年９月に「と
しま子どもの権利相談室」を設
置する方向で進めていくこととな
った。また、子どもの権利に関す
る相談窓口として子どもの権利
相談員を令和５年度に設置す
ることが決定した。 

A 

令和５年９月開設に向けて、拠点
整備、相談室の運営方法や他の機
関等の連携方法等を整備し、周知を
図る。また、開設後は、相談室で相
談を受けるほか、アウトリーチ型の相
談を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

目標値（令和６年度）見直し  

見直し後の目標値 見直しの理由 

20 件 中高生の権利侵害に関わる相談への関心が高まっているため。 
 

実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

55 件 
ジャンプでの巡回相談や個別相
談を実施した。 A 

権利擁護センター（仮称）の設置に
合わせて子ども若者課へ主管移行す
る。 
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【青少年問題協議会からの意見】 

  ●【重点事業 38 「子どもの権利擁護センター(仮称)」の設置】 

  ●【重点事業 39 子どもの権利擁護委員相談事業】 

     子どもの権利擁護センター(仮称)が令和 5 年 9 月に子どもの権利相談室として設置されたことは 

大きな成果です。 

      9 月に設置されてからすでに相談ケースも増えてきたと伺っています。 

令和 6 年度は本格始動していくのだと思いますが、子どもたちにまず認知してもらう、さらにそこ 

から理解してもらい、子どもの権利相談室を活用できるような広報・啓発活動をぜひ推進すべきで

す。 

また、子どもへの広報・啓発は実際に、どういう活動が行われたかということの報告書及び報告会 

というものが充実していることが望ましいです。 

他自治体の報告書や報告会を参考にしながら、活動の実態を区民の方にも周知するべきで

す。 

人権の出張講座や子どもの相談において、権利擁護委員だけでは補えない部分については権利

相談員の活用も視野に入れ、権利侵害から救済するための整備体制を強化していくことを期待し

ます。 
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【概要】 

目標Ⅱでは、教育や福祉、保健、医療、更生保護などの関係機関が連携し、それぞれの専門性

を活かしながら、子どもやその家族が抱える悩み・困難に向き合うことで、個々の発達段階に応じた、 

切れ目のない継続的かつきめ細やかな支援を行っています。また、全

ての家庭が安心して子育てできるよう、子育て家庭への各種支援施

策を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業区分別主管課評価の状況（目標Ⅱ）】 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計 

重点事業 3 3 0 0 6 

計画事業 23 16 0 0 39 

全事業 
26 

(57.8%) 
19 

(42.2%) 
0 

(0.0%) 
0 

(0.0%) 
45 

(100%) 
※ 再掲事業を含む。 

※ 構成比は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても 100 にならない場合がある。 

目標Ⅱは重点事業・計画事業あわせて 45 事業で構成されていますが、Ａ及びＢで 100%を占

めました。事業のすべてがほぼ目標に資する取組ができたという評価となっています。新型コロナウィルス

感染症も落ち着きつつあり、着実に成果をあげた結果だと思います。今後は、さらに B から A の評価と

なるよう事業への取組が求められます。 

 

 

 

👉「取組の方向性」ごとの実施状況や重点事業の実績等については、次ページ以降に記載。 
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「子どもや家庭への医療・健康支援」は、２つの具体的な取組、24 事業（うち重点事業が 2 事

業・令和 3 年度の新規事業が１事業）で構成されています。 

それぞれの事業の令和 4 年度における主管課評価は、評価Ａ（目標以上の取組ができた）が

13 事業（54.2%）、評価 B（ほぼ目標に資する取組ができた）が 11 事業（45.8%）となって

います。 

具体的な取組 構成事業 担当課 
主管課
評価 

妊娠期からの切れ目な
い支援 

《重点》ゆりかご・としま事業 
健康推進課／ 
⾧崎健康相談所／ 
子育て支援課 

A 

妊婦健康診査 
健康推進課／ 
⾧崎健康相談所 

B 

妊産婦歯科健康診査事業 健康推進課 B 

妊産婦・乳幼児保健指導事業 
健康推進課／ 
⾧崎健康相談所 

A 

産後ケア事業 
健康推進課／ 
⾧崎健康相談所 

A 

育児支援ヘルパー事業 
子ども家庭支援センタ
ー 

B 

としま育児サポーター 健康推進課 A 

もっと見る知る※ 
健康推進課／ 
⾧崎健康相談所 

A 

ようこそ新米ママのひろば事業 健康推進課 A 
豊島区特定不妊治療費助成事業 健康推進課 B 
入院助産 子育て支援課 B 

こんにちは赤ちゃん事業【再掲】 
健康推進課／ 
⾧崎健康相談所 

B 

外国語版母子手帳交付事業（新規事業） 健康推進課 A 

子どもの健康確保のた
めの取組 

《重点》乳幼児健康診査 
健康推進課／ 
⾧崎健康相談所 

B 

乳幼児歯科衛生相談事業 
健康推進課／ 
⾧崎健康相談所 

B 

新生児聴覚検査事業 
健康推進課／ 
⾧崎健康相談所 

B 

乳幼児健康相談 
健康推進課／ 
⾧崎健康相談所 

A 

予防接種事業 保健予防課※1 A 

先天性風しん症候群予防対策事業 保健予防課※1 B 

子どもの医療費助成事業 子育て支援課 A 

休日診療事業 地域保健課 A 

平日準夜間小児初期救急診療事業 地域保健課 A 

こどものぜん息水泳教室 地域保健課 B 

子どものための禁煙外来治療費助成講座 地域保健課 A 

※ 「としま見る知る」から事業名変更    ※1 健康推進課から変更 

（１）子どもや家庭への医療・健康支援 
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【重点事業の実施状況等】 

令和 4 年度における重点事業（２事業）の実施状況等は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

目標値（令和６年度）見直し   

見直し後の目標値 見直しの理由 

①68% 
②74% 

①⾧期計画との整合性を図ったため。 
②コロナ禍により令和元年度・令和 2 年度の面接率は減少しており、短期間での
回復は難しい見込みのため。 

 
実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

①68.8% 
②69.8% 

健康推進課 
①「ゆりかご面接」を実施し、妊娠・出産の不安に対
応するとともに子育てへの見とおしができるように情報
提供をおこないました。面接後にゆりかご応援グッズを
配付しました。 
子育て支援課 
②「おめでとう面接」においては、コロナ禍への対応とし
て、令和 3 年度に引き続き、電話での受付や対応期
間の概ね 1 歳 3 か月までの延⾧を継続した。（令和
4 年度で対応終了） 

A 

健康推進課 
①「ゆりかご面接」を継続し
て実施し、妊娠期からの健
康支援と切れ目のない支
援の充実を図ります。 
子育て支援課 
②「ゆりかご面接」と「おめで
とう面接」により、妊娠期か
ら子育て期までの切れ目の
ない支援を継続し、出産や
育児に対する不安・負担軽
減や専門機関への連携を
確実に行う。 

 

  



- 26 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
目標値（令和６年度）見直し   

見直し後の目標値 見直しの理由 

①― 
②95.0％ 

①― 
②持病によりかかりつけ医で実施する方、出国している方などがあるため、100％に
はせず、95.0％に修正 

 
実施状況  

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

①94.3% 
②97.4% 

新型コロナウィルス感染症の影響下でできる限り感染対
策をしながらコロナ前と同様のスケジュールに戻して保健
所での集団健診を実施した。 

B 

新型コロナウィルス感染症
対策を解除し子どもの成
⾧に合わせて適切な時期
に健診を受診してもらうよ
う保護者に周知する。未
来所の保護者にも勧奨
通知を出す。 

 

【青少年問題協議会からの意見】 

  ●【重点事業 46 ゆりかご・としま事業】 

   ゆりかご・としま事業の面接や検診は、本来であれば参加の割合が高いと思われる事業です。 

乳幼児検診については法定健診なので全員を対象にしているので受診率も高いですが、面接を 

希望せず、社会的に孤立した中で妊娠したり、子育てに取り組んでいる方がかなりいると考えられま

す。 

子育て家庭の孤立が以前よりも進んでいる状況が実態調査からもかなり如実に表れて出てきてい

ますので、妊娠期における特定妊婦の発見や、実際に出産した後に、要保護児童等を発見するため

にも、ゆりかご面接・おめでとう面接の実施率を当初の目標からもっと高めてその達成に向けて取り組

んでいく必要があります。 

虐待防止の観点からもなるべく 100％に近づけていくぐらいの取組が必要です。 
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「子育て家庭への支援」は、3 つの具体的な取組、21 事業（うち重点事業は 4 事業）で構成さ

れています。 

それぞれの事業の令和 4 年度における主管課評価は、評価 A（目標以上の取組ができた）が

13 事業（61.9％）、評価 B（ほぼ目標に資する取組ができた）が 8 事業（38.1％）となってい

ます。 

具体的な取組 構成事業 担当課 
主管課
評価 

子育て支援サービスの
充実 

《重点》東部・西部子ども家庭支援センター事業  
子ども家庭支援センタ
ー※1 

A 

《重点》地域区民ひろばにおける「子育てひろば」の運営・
開設 

地域区民ひろば課 B 

子どもショートステイ事業 
子ども家庭支援センタ
ー ※１ 

Ａ 

ファミリー･サポート･センター事業 子育て支援課 B 
子育て支援総合相談事業 子育て支援課 B 
子育てひろば事業補助 保育課 Ａ 
マイほいくえん事業 保育課 Ａ 
家庭訪問型子育て支援（ホームスタート）助成事業
【再掲】 

子育て支援課 B 

育児支援ヘルパー事業【再掲】 
子ども家庭支援センタ
ー ※１ 

A 

家庭教育支援 

《重点》家庭教育推進事業  庶務課 ※2 B 

母親学級、パパママ準備教室 
健康推進課／ 
⾧崎健康相談所 

Ａ 

母乳教室事業 
健康推進課／ 
⾧崎健康相談所 

A 

母親の子育て講座の開催 
子ども家庭支援センタ
ー ※１ 

A 

父親の子育て講座の開催 
子ども家庭支援センタ
ー ※１ 

A 

親の子育て力向上支援事業 
子ども家庭支援センタ
ー ※１ 

A 

保護者向け就学前教育に関する啓発  
庶務課／教育施策
推進担当 ※3 

B 

相談支援 

《重点》東部・西部子ども家庭支援センター事業【再掲】 
子ども家庭支援センタ
ー※1 

A 

乳幼児健全育成相談事業 保育課 B 

子育て訪問相談事業【再掲】 
子ども家庭支援センタ
ー ※1 

Ａ 

子育て支援総合相談事業【再掲】 子育て支援課 B 
マイほいくえん事業【再掲】 保育課 Ａ 

※1 「子育て支援課」から担当課変更。                      

※2 「学習・スポーツ課」から担当課変更   

※3 「保育課／学務課／指導課」から担当課変更 

  

（２）子育て家庭への支援 
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【重点事業の実施状況等】 

令和 4 年度における重点事業（４事業）の実施状況等は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 
 
※担当課が子ども家庭支援センターに変更 

実施状況  

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

①26,536 人 
②1,189 世帯 

講座の人数をコロナ禍前に近づけ、利
用しやすい事業を実施。SNS を活用
し、利用者への子育て情報を随時発
信した。 

A 

親子遊び広場をコロナ禍以前の状態
に戻し、1日を通して安心して利用して
もらう。引き続きフットワークバスの周知
等をすすめ、センターの利用につなげ
る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

実施状況  

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

122,437 人 

コロナ禍において感染症対策を段階的に緩和
し、安全面に配慮しながら事業実施回数や
定員を増やして、令和 3 年度と比べ多くの子
育て世代向けの事業を実施した。子ども家庭
支援センターなど関係部署と連携して育児相
談の回数も増やした。令和 4 年度の達成度
で見ると主管課評価は C となるが、利用人数
が上昇傾向にあること・コロナウィルスの影響を
考慮し、主管課評価を B とする。 

B 

引き続き、安全性を考慮し、地域
の乳幼児の遊びの場及び保護者
の相互交流の場を提供していく。ま
た、子育て世代に向けた情報発信
も行っていく。 
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※担当課が庶務課のみに変更 
実施状況  

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

①11％上昇 
②39 名 
③9 講座 

①新型コロナウィルス感染症対策を
しながら、対面講座を開催しました。
学習発表会も対面で開催し、家
族、学校、地域を巻き込み、学習成
果を発表し、学習発表会には多くの
来場がありました。 
②人数も絞って実施しました。アンコ
ンシャスバイアスについて、子どもとか
かわる大人に対しての啓発事業を実
施しました。 
③オンラインでの開催も含めて、家庭
教育の重要性の啓発に努めました。 

B 

①対面で実施します。 
②子ども等を支える学習支援者に向
けて、人権意識を高めるための研修を
定期的に実施していきます。 
③引き続きオンライン開催なども検討し
ながら、講座実施を支援します。10 講
座開催を目標にします。 

 

 

【青少年問題協議会からの意見】 

  ●【重点事業 75 家庭教育推進事業】 

  豊島区の場合、かなり首都圏に位置する自治体なので、おそらく私立の小・中学校に入学させる 

ために、受験のための塾通いをしている子どもの割合が比較的高い自治体ではないかということが予測 

されます。 

  そのことにより、いわゆる教育的な虐待、子どもの意に反して親が子どもに勉強を強要したり、あるいは 

学校以外で 1 日のうち 4・5 時間勉強をしていて、まったく遊ぶ時間がない、居場所に通う時間が 
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ない等、そのような過度の競争的な環境に巻き込まれて、ストレスを募らせている子どもが多数いる

のではないかと思われます。 

やはり子どもの権利というものを学習する機会として、この家庭教育講座や家庭に対する研修、 

講演会等によってぜひ、幼児期・学童期あるいは思春期の子どもたちに親としてどう向き合って 

いくべきか、大人に対しても子どもの権利や条例についての考え方を学ぶ・知る機会をつくるべきです。 

おそらく、家庭教育というのは保守的なところから出された事業目標だと思われますが、そういった 

教育がせっかく行われているのであれば、そこに子どもの権利の視点を組み込んで広げていくという 

ことも一つの手段です。 

子どもを養育している保護者、場合によっては塾講師などの教える仕事をしている指導者にも 

そういう機会をつくっていくべきです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※担当課が子ども家庭支援センターに変更 
 

実施状況  

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

13,352 件 

18 歳までの相談に対応し、必要
に応じて他機関の紹介をした。コ
ロナ禍の状況が落ち着き、来館
での対応が増加した。 

A 

気軽に相談できる環境設定をし、親
同士も仲間づくりができるよう講座やイ
ベントの案内をし、支援する。 
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【概要】 

目標Ⅲでは、区民のニーズを的確に捉えながら幼児教育・保育の量的・質的充実を図るとともに、

幼稚園、保育園及び小学校の連携を促進しています。子どもに関わる施設においては、子どもの権

利保障の取組を推進し、子どもの主体性を尊重した環境を整備します。また、子ども・若者への支援

のみならず、子ども・若者支援に関わる方への支援を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業区分別主管課評価の状況（目標Ⅲ）】 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計 

重点事業 3 2 1 0 6 

計画事業 33 10 0 1 44 

全事業 
36 

(72.0%) 
12 

(24.0%) 
1 

(2.0%) 
1 

(2.0%) 
50 

(100%) 
※ 再掲事業を含む。 

※ 構成比は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても 100 にならない場合がある。 

目標Ⅲは重点事業・計画事業あわせて 50 事業（廃止された事業を除く）で構成されています

が、Ａ及びＢで 96.0%を占めており、事業の多くがほぼ目標に資する取組ができたという評価となっ

ています。令和 3 年度の状況（A 及び B が 96.1％）と同様に高い数値であるので、新型コロナウ

ィルス感染症の影響を受けていた事業も少なからずあるが、今後はさらに A または B の評価に好転す

るのではないかと思われます。 

👉「取組の方向性」ごとの実施状況や重点事業の実績等については、次ページ以降に記載。 
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「幼児期から学童期の教育・保育サービスの充実」は、3 つの具体的な取組、36 事業（うち重点

事業は 2 事業、廃止事業は含まず）で構成されています。 

それぞれの事業の令和 4 年度における主管課評価は、評価 A（目標以上の取組ができた）が

27 事業（75.0％）、評価 B（ほぼ目標に資する取組ができた）が 9 事業（25.0%）となってい

ます。 

具体的な取組 構成事業 担当課 
主管課
評価 

教育・保育施設及び多
様な保育サービスの充
実 

《重点》私立保育所施設整備助成 保育課 A 
通常保育事業 保育課 Ａ 
区立保育園の民営化 保育課 Ａ 
家庭的保育事業 保育課 Ａ 
小規模保育事業 保育課 Ａ 
事業所内保育事業 保育課 廃止 
居宅訪問型保育事業 保育課 Ａ 
臨時保育事業 保育課 Ａ 
認証保育所運営費等補助事業 保育課 Ａ 
延⾧保育事業 保育課 Ａ 

一時保育事業 
子ども家庭支援セン
ター／保育課 ※3 

Ａ 

病児・病後児保育事業 保育課 Ａ 
小学生の病児保育助成事業 子育て支援課 B 
訪問型病児保育補助事業 保育課 Ａ 
休日保育事業 保育課 Ａ 
短期特例保育 保育課 B 
認証保育所保育料負担軽減補助事業 保育課 Ａ 
保育コンシェルジュの配置 保育課 Ａ 
学童クラブ事業 放課後対策課 A 

認定こども園の整備検討 
保育課／庶務課 
※１ 

A 

区立幼稚園預かり保育の実施 庶務課 ※２ A 
私立幼稚園一時預かり事業の推進 保育課 B 
私立幼稚園等園児保護者援助事業(入園時補助を含
む) 

保育課 Ａ 

 ※１ 「保育課／学務課」から担当課変更 

 ※２ 「学務課」から担当課変更 

 ※３ 「子育て支援課／保育課」から担当課変更 

  

（１）幼児期から学童期の教育・保育サービスの充実 
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具体的な取組 構成事業 担当課 
主管課
評価 

 
 
 
 
 
 
幼児教育・保育の質の
向上 

《重点》子ども研修 子ども若者課 B 
保育の質向上事業【再掲】 保育課 B 
区内保育施設イケバス活用事業 保育課 A 
保育指導事業 保育課 Ａ 
保育の質ガイドライン関係事業 保育課 Ａ 
保育の質向上のための研修委託事業 保育課 Ａ 
私立幼稚園教育環境整備事業 保育課 Ａ 
区立幼稚園児幼児期道徳性育成事業 指導課 Ａ 
保育施設間の連携協力事業 保育課 B 
地域型保育施設への連携協力事業 保育課 B 
保育施設の園外活動支援 保育課 B 
保育施設の運営充実助成 保育課 Ａ 

幼稚園・保育所と小学
校の連携 

保幼小連携推進プログラムの作成 
保育課／庶務課／ 
指導課 ※4 

B 

保幼小連絡会（仮称）の設置 庶務課 ※5 A 

 ※4 「保育課／学務課／指導課」から担当課変更 

 ※5 「学務課」から担当課変更 

 

【重点事業の実施状況等】 

令和 4 年度における重点事業（２事業）の実施状況等は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 
目標値（令和６年度）の見直し  

見直し後の目標値 見直しの理由 

6,192 人 
令和 3 年 4 月から令和 5 年 4 月開設までを毎年 6 園整備としていたが、整備
計画を見直し、それぞれ、2 園、3 園、2 園と見直したことによる受入定員数の
減。 

 
実施状況  

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

5,211 人 

当初、2 園の新規開設を計画し
ていたが、地域における保育需要
を慎重に検討し、私立認可保育
所を 1 園の新規開設に変更し
た。結果、待機児童ゼロを維持
した。 

A 

乳幼児人口が減少傾向となる中で、保育
需要は満たされつつある一方、既存施設
における空き定員や小規模保育事業にお
ける閉園が課題となっており、令和 5 年
度、6 年度については、新規開設を行わな
いものと決定した。地域における保育需要
を慎重に見極めながら、今後の保育施設
の整備について検討していく。 
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実施状況  

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

1,236 人 

34 講座 延受講者数 1,236 人参
加した。（この他、普通救命講習 8
回 144 名実施。） 
引き続きコロナ感染症対策は実施し
つつも可能な限りグループワークなどを
実施した。 

B 

コロナ感染症の規制緩和に伴い、参加人
数制限の解除や参加者数に見合った広
い会場の確保に努める。 
研修の内容も座学中心であったが、可能
な限りグループワークなども取り入れ参加
者間での交流も取れるようにしていく。 
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「子どもの主体性を尊重した学校環境の整備」は、3 つの具体的な取組、8 事業（うち重点事業

は 2 事業）で構成されています。 

それぞれの事業の令和 4 年度における主管課評価は、評価 A（目標以上の取組ができた）が 6

事業（75.0％）、評価 B（ほぼ目標に資する取組ができた）が 1 事業（12.5%）、評価 D

（未実施）が 1 事業（12.5％）となっています。 

具体的な取組 構成事業 担当課 
主管課
評価 

子どもの権利に関する学びの
支援 

《重点》学校における「子どもの権利」に関する学習機
会の確保【再掲】 

子ども若者課／ 
指導課 

A 

人権課題に対する教育の充実 指導課 A 
道徳教育の充実 指導課 A 

意見表明と参加の促進 《重点》子どもの主体的活動への支援の推進 指導課 A 

学校における体験機会の提
供 

小中高等学校へのアーティスト派遣プログラム 文化デザイン課 D 
伝統・文化の継承 指導課 Ａ 
次世代文化の担い手育成事業 指導課 B 
オリンピック・パラリンピック教育の推進 指導課 Ａ 

 

【重点事業の実施状況等】 

令和 4 年度における重点事業（２事業）の実施状況等は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
実施状況  

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

5 校 

子ども若者課 
子どもの権利に関する学習プログラム
として、希望のあった５校にて子ども
の権利擁護委員出張講座を実施し
た。 
指導課 
子どもの権利擁護委員の出張講座
を小学校において実施した。 

A 

子ども若者課 
実施を希望する学校が増加してきているこ
とから、希望校だけでなく、計画的な実施
できるよう、教育委員会と連携してプログラ
ムのあり方を検討する。 
指導課 
教員研修において CAP プログラムの研修を
実施する。 

 

 

（２）子どもの主体性を尊重した学校環境の整備 
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実施状況  

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

ISS の取組―区内小中学
校 10 校 
人権尊重教育推進校発表
― 小学校１校 
小中学校における生活に関
するきまりの見直し 

ISS 活動における安心安全な学
校づくりに向けた児童生徒の自主
的な取組を行った。 
人権尊重教育推進校において、
相互理解の取組を行った。 
全小中学校で生活のきまりを自主
的に見直しした。 

A 

今後も年１回以上、学校のきまり
（校則）について、児童・生徒・保護
者の意見を基に見直す取組を推進す
る。 

 

 

【青少年問題協議会からの意見】 

  ●【重点事業 4 学校における「子どもの権利」に関する学習機会の確保【再掲】】 

  子どもの権利のパンフレットや啓発はとても大事です。さらに学校において子どもの権利教育が実際に

行われていることは、とても画期的なことです。 

   権利擁護委員が学校での学習への係わりを深めていっていただきたいところですが、限られた出勤

回数では対応が難しくなっていくと考えられます。  

予算を拡充して日数を充実させる必要があります。 

  子どもの権利相談室の充実を踏まえてさらにケースをふやしてほしいです。 

 
  ●【重点事業 121 子どもの主体的活動への支援の推進】 

   子どもの主体的活動への支援の推進ということで、まさにこども基本法ができ生徒指導提要の改訂
をしながら、子どもが自らの意見を発信するだけではなく、それを尊重し反映していく、そしてそのなかで 
学校の決まりや校則について、見直していくということがとても注目されております。 

人権尊重教育推進校という取組は、令和 4 年度で終わってはいますが、ISS 校として指定された

学校が継続してやっていくことで活動が積極的に進み、さらには校則という関係で見直しされていくこと
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が、全校に広がることを望みます。 より子どもたちが自らの意見を発信し、主体的な活動をすることに

つながります。 

 

 

 

「子ども・若者支援に関わる人への支援」は、２つの具体的な取組、６事業（うち重点事業は 2

事業）で構成されています。 

それぞれの事業の令和 4 年度における主管課評価は、評価 A（目標以上の取組ができた）が 3

事業（50.0％）、評価 B（ほぼ目標に資する取組ができた）が 2 事業（33.3%）、評価 C

（目標に資する取組が想定を下回った）が１事業（16.7％）となっています。 

具体的な取組 構成事業 担当課 
主管課
評価 

子ども・若者支援に関わ
る人への支援 

《重点》「子どもの権利」に関する研修・講座の実施【再掲】 
子ども若者課／ 
指導課 

C 

子ども研修【再掲】 子ども若者課 B 
保育の質向上のための研修委託事業 保育課 Ａ 

子ども・若者支援に関わ
る人のための環境整備 

《重点》教員の働き方改革推進事業 指導課 B 
外国籍児童・生徒等に対する通訳サービス・通訳派遣の
充実 

学務課 A 

スクールソーシャルワーカー活用事業【再掲】 教育センター A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）子ども・若者支援に関わる人への支援 
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【重点事業の実施状況等】 

令和 4 年度における重点事業（２事業）の実施状況等は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

実施状況  

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

①8 回(うち指導課 5 回) 
②2 回 
③0 回  

子ども若者課 
保育士、子どもに関わる施設職員に
対する子ども研修において、子どもの
権利に関する研修を実施するととも
に、全職員を対象とした e-ラーニング
「子どもの権利」を実施し、22％の職
員が受講した。また、ファミリーサポー
トセンター援助会員を対象に出張講
座を実施した。 
指導課 
人権教育に関する研究開発指定校
において、各教科における「豊島区子
どもの権利条例」に関する学習を実
差し指導する教員の人権意識を高
めた。 

C 

子ども若者課 
引き続き、職員に向けた研修を実施し
ていくとともに、研修・講座の実施につ
いて、状況を勘案しながら策定時の水
準に戻し、令和 6 年度の目標値を目
指す。 
指導課 
全小・中学校の教育課程に「豊島区
子どもの権利条例」についての学習を
位置付ける。教員研修は継続して実
施する。 

 

【青少年問題協議会からの意見】 

  ●【重点事業 3 「子どもの権利」に関する研修・講座の実施【再掲】】 

   「子どもの権利」に関する研修・講座の実施について職員研修・出前講座・講演会の実施というこ

とで、コロナも影響していたのかもしれませんが、いずれの研修実施回数に関して目標値に十分届いて

いないという状況が見受けられます。 他自治体などでは学校や保育施設における不適切な養育問

題も結構多く生じていますので、「子どもの権利」に関する研修や講座を、優先的に実施していただき

たいと願います。 令和 5 年度以降の取組についても、全小中学校の教育課程に、条例の学習を

位置づけるということでぜひ推進していただきたいです。そして成果のあった取組内容については、フィー

ドバックしていただくとともに全国に発信してほしいです。 
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実施状況  

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

①研修 2 回、相談 41 日 
②30 校 
③2 校 

①学校問題に明るい弁護士を活用
し、トラブルへのアドバイス、面談同
席、教員研修を実施した。 
②全小・中学校にｽｸｰﾙ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｽﾀ
ｯﾌを配置した。 
③部活動指導員を採用し、区内中
学校２校に配置した。 

B ①②③を今後も活用、推進する。 

 
 

  

 ●【重点事業 126 教員の働き方改革推進事業】 

  事業目標としては、教員が働きやすい環境を整備し、教員の負担軽減を図るということで、事業内

容の部活動における指導員・外部指導員の活用促進とあります。 活用する外部コーチ等への「子ど

もの権利」への理解が進んでおらず、子どもに対しての暴言があるということもよく聞くので、このような部

活動における指導者に対しての、「子どもの権利」の研修も検討していただきたいです。 
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【概要】 

【概要】 

目標Ⅳでは、若者に対して、個々の状況に応じて支援を行うことで、日常生活での自立、経済的

自立、社会的自立を促進するとともに、若者が社会の一員として能動的に社会参加できるよう、若

者の居場所・活動の場の充実や社会参加の推進に取り組んでいます。また、支援が必要な若者につ

いて、40 歳以降も支援が途切れることがないよう、福祉部門と 

連携して継続的な支援に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業区分別主管課評価の状況（目標Ⅳ）】 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計 

重点事業 1 1 0 0 2 

計画事業 8 15 1 1 25 

全事業 
9 

(33.3%) 
16 

(59.3%) 
1 

(3.7%) 
1 

(3.7%) 
27 

(100%) 
 

※ 再掲事業を含む。 

※ 構成比は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても 100 にならない場合がある。 

目標Ⅳは重点事業・計画事業あわせて 2７事業で構成されていますが、Ａ及びＢの割合は

92.6%であり、ほぼ目標に資する取組ができた事業はおよそ 9 割になっています。令和 3 年度の状

況（77.8％）と比べるとかなり改善はしているものの、A の評価については減っています。参加型の

事業が多く対面での参加が難しくなったためコロナ禍による影響を最も大きく受けた目標と言えます。 

 

 

👉「取組の方向性」ごとの実施状況や重点事業の実績等については、次ページ以降に記載。 



- 41 - 

 

「若者の自立支援」は、２つの具体的な取組、1８事業（うち重点事業は１事業、終了事業は

除く）で構成されています。 

それぞれの事業の令和 4 年度における主管課評価は、評価 A（目標以上の取組ができた）が 5

事業（27.8％）、評価 B（ほぼ目標に資する取組ができた）が 13 事業（72.2%）、１事業が

令和 2 年度で終了となっています。 

具体的な取組 構成事業 担当課 
主管課
評価 

日常生活への支援 

中高生センタージャンプにおける子ども・若者の生活
力向上のための取組 

子ども若者課 Ａ 

⿁子母神 plus 
地域保健課／ 
健康推進課 

B 

若年者向け（40 歳未満）健診事業 健康推進課 B 
AIDS 知ろう館 保健予防課※ B 
エイズ予防教育 健康推進課 B 
子宮頸がん検診 地域保健課 B 
自殺・うつ病の予防対策 保健予防課※ B 
青少年自殺予防対策事業 子ども若者課 B 
子ども・若者への消費者教育推進事業 生活産業課 Ａ 

DV・デート DV 防止のための周知啓発事業 
男女平等推進セ
ンター 

Ａ 

経済的自立への支援 

《重点》就労準備・社会参加支援事業（困難を抱
える若者に対する進路選択支援プログラム） 

福祉総務課 A 

若者自立支援事業 子ども若者課 終了 

子ども・若者支援事業 
生活福祉課／ 
西部生活福祉課 

B 

就業支援事業 生活産業課 B 
インターンシップの受入 人事課 Ｂ 
自立相談支援事業（くらし・しごと相談支援センタ
ー） 

福祉総務課 B 

就労準備・社会参加支援事業 福祉総務課 B 

就労支援専門員支援事業 
生活福祉課／ 
西部生活福祉課 

A 

就労意欲喚起事業 
生活福祉課／ 
西部生活福祉課 

B 

  ※「健康推進課」から担当課変更 

  

（１）若者の自立支援 
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【重点事業の実施状況等】 

令和 4 年度における重点事業（１事業）の実施状況等は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

160 人 

今年度の３年生は入学式もオンラインであ
り学校への帰属意識が薄く、担任でもアプ
ローチが困難になっている生徒が多いため
支援が難しい状況を見込んでいた。しか
し、年度の途中からスクーリングも再開さ
れ、比較的スムーズに進路選択が進んだ。
そのため、3年生への直接的な支援よりも、
1 年生、2 年生に向けた予備的なキャリア
教育面での支援を中心に実施した。 

A 

引き続き感染状況を考慮しながら、対
面、リモートの適切な選択を行う。また
支援を必要とする層に向け適切な支
援が行えるよう事業を展開する。 

 

 

 

 

「若者の参加支援」は、２つの具体的な取組、９事業（うち重点事業は１事業、令和 3 年度に

統合された事業を含まず）で構成されています。 

それぞれの事業の令和 4年度における主管課評価は、評価 A（目標以上の取組ができた）が４

事業（44.4%）、評価 B（ほぼ目標に資する取組ができた）が 3 事業（33.3%）、評価 C

（目標に資する取組が想定を下回った）が 1 事業（11.1％）、評価 D（未実施）が 1 事業

（11.1％）となっています。 

具体的な取組 構成事業 担当課 
主管課
評価 

居場所・活動の場の充実 

《重点》中高生センタージャンプの若者支援 子ども若者課 B 
若者学びあい事業※2 学習・スポーツ課 B 
としまコミュニティ大学 学習・スポーツ課 Ａ 
区立図書館における YA 向けの取組 図書館課 Ａ 

「わたしらしく暮らせるまち。」推進事業 ※ 
SDGs 未来都市
推進課 ※1 

統合 

就労準備・社会参加支援事業（困難を抱える若者
に対する進路選択支援プログラム）【再掲】 

福祉総務課 Ｃ 

（２）若者の参加支援 
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社会参加の推進 

としまぐらし会議プロジェクト 
SDGs 未来都市
推進課 ※1 

Ｄ 

選挙普及啓発事業 
選挙管理委員会
事務局 

Ａ 

地域防災力向上事業 防災危機管理課 Ａ 
若者学びあい事業【再掲】 学習・スポーツ課 B 

 ※  「としま scope」から事業名変更。その後、としまぐらし会議プロジェクトに統合。 

 ※1 「わたしらしく暮らせるまち。」推進室から担当課変更。 

 ※2 若者支援事業から事業名が変更。 

 

【重点事業の実施状況等】 

令和 4 年度における重点事業（１事業）の実施状況等は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

目標値（令和６年度）見直し   

見直し後の目標値 見直しの理由 

①70 人 
②1000 人 
③200 件 

ジャンプ東池袋大規模改修(R4 年 9 月～R6 年 1 月)が実施され仮施設で規模を縮小
して運営するため、①②は下方修正。一方、相談実績の増加に伴い、③は上方修正。 

 
実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

①55 人 
②598 人 
③121 件 

サポートを必要とする若者に継続して関わることで効果的な支
援となりました。必要に応じ、他専門機関と連携しサポートとな
った方もいます。 

B 

引き続き卒業生にとっ
て相談しやすい関係を
生かし、相談機関との
橋渡し役としての役割
を果たしていきます。 
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【概要】 

目標Ⅴでは、虐待被害、いじめ被害、不登校・ひきこもり、生活困窮、ひとり親、障害、外国ルーツ、

多様な性自認・性的指向など、様々な背景を抱えた子ども・若者やその家族に対して、学校、地域、

関係機関と連携し、個々の状況に応じた支援を展開しています。また、子ども・若者の多岐に渡る悩

みや不安に対応するため、相談体制の充実を図るとともに、相談制度や支援に関する情報発信に取

り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業区分別主管課評価の状況（目標Ⅴ）】 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計 

重点事業 2 7 0 0 9 

計画事業 39 45 3 1 88 

全事業 
41 

(42.3%) 
52 

(53.6%) 
3 

(3.1%) 
1 

(1.0%) 
97 

(100%) 
※ 再掲事業を含む。 

※ 計画策定後、終了となった１事業（再掲含め２事業分）を除く。（計画事業） 

※ 構成比は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても 100 にならない場合がある。 

目標Ⅴは重点事業・計画事業あわせて 97 事業で構成されていますが、Ａ及びＢで 95.9%を占

めており、事業の多くがほぼ目標に資する取組ができたという評価となっています。令和 3 年度の状況

（A 及び B が 93.9%）と比べても少し高い数値になっており、コロナ禍の中でも、着実に成果をあげ

ることができた事業になっています。 

👉「取組の方向性」ごとの実施状況や重点事業の実績等については、次ページ以降に記載。 
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「状況に応じた支援」は、９つの具体的な取組、70 事業（うち重点事業は８事業・終了事業は

含まず）で構成されています。 

それぞれの事業の令和 4 年度における主管課評価は、評価 A（目標以上の取組ができた）が

27 事業（38.6％）、評価 B（ほぼ目標に資する取組ができた）が 39 事業（55.7%）、評価

C（目標に資する取組が想定を下回った）が 3 事業（4.3％）、評価 D（未実施）が１事業

（1.4％）、事業終了が１事業となっています。 

具体的な取組 構成事業 担当課 
主管課
評価 

虐待を受けた子どもへの支援 

《重点》子ども虐待防止ネットワーク事業【再掲】 
子ども家庭支援セ
ンター ※１ A 

母子生活支援施設 子育て支援課 B 

子どもの権利擁護委員相談事業【再掲】 
子ども家庭支援セ
ンター ※１ A 

児童相談所の設置・運営【再掲】 児童相談課※1 A 
子ども家庭女性相談事業【再掲】 子育て支援課 B 

社会的養育の推進 《重点》社会的養育基盤構築事業 児童相談課※1 B 

いじめを受けたこども、不登
校、ひきこもりへの支援 

《重点》子ども若者総合相談事業（アシスとしま）
【再掲】 

子ども若者課 B 

柚子の木教室（適応指導教室） 教育センター B 
教育相談 教育センター B 

スクールカウンセラー事業【再掲】 
指導課／ 
教育センター A 

スクールソーシャルワーカー活用事業【再掲】 教育センター C 
「子どもの権利擁護センター(仮称)」の設置【再掲】 子ども若者課 A 

子どもの権利擁護委員相談事業【再掲】 
子ども家庭支援セ
ンター ※１ A 

生活困窮家庭への支援 

《重点》生活困窮者自立相談支援事業（子どもの
学習・生活支援事業） 

福祉総務課 B 

《重点》子ども・若者支援事業【再掲】 
生活福祉課／ 
西部生活福祉課 B 

家計改善支援事業 福祉総務課 B 

学力向上・進学支援プログラム 
生活福祉課／ 
西部生活福祉課 B 

被保護者自立促進事業 
生活福祉課／ 
西部生活福祉課 B 

奨学基金援護事業 生活福祉課 A 
就学援助費支給 学務課 Ｂ 
受験生チャレンジ支援貸付事業 福祉総務課 B 
住居確保給付金 福祉総務課 B 
フードドライブの実施 ごみ減量推進課 A 
コミュニティソーシャルワーカーによる子どもの学習支援
【再掲】 

福祉総務課 B 

就労支援専門員支援事業【再掲】 
生活福祉課／ 
西部生活福祉課 A 

就労意欲喚起事業【再掲】 
生活福祉課／ 
西部生活福祉課 B 

 

（１）状況に応じた支援 
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具体的な取組 構成事業 担当課 
主管課
評価 

ひとり親家庭への支援 

《重点》ひとり親家庭支援センター事業 子育て支援課 B 
養育費に関する取り決め促進事業 子育て支援課 B 
母子及び父子福祉資金 子育て支援課 C 
母子家庭等自立支援給付事業 子育て支援課 B 
ひとり親家庭自立支援プログラム策定事業 子育て支援課 B 
福祉住宅 福祉総務課 ※ B 
ひとり親家庭等の子どもに対する学習支援事業【再
掲】 

子育て支援課 A 

母子一体型ショートケア事業（ひとり親家庭支援事
業）【再掲】 

子育て支援課 B 

母子生活支援施設【再掲】 子育て支援課 B 

障害のある子ども・若者への
支援 

《重点》発達支援相談事業 
子ども家庭支援セ
ンター ※１ B 

重度障害者の大学等修学支援事業 障害福祉課 C 

発達支援センター（仮称）の設置検討 
教育部／ 
保健福祉部／ 
子ども家庭部 

D 

発達障害者相談窓口 障害福祉課 A 
区立幼稚園幼児教育相談 教育センター 終了 
固定学級や通級指導学級と通常学級の交流、共
同学習の充実 

指導課 A 

巡回子育て発達相談事業 
子ども家庭支援セ
ンター ※１ A 

発達障害者心理相談補助事業 障害福祉課 B 
障害児保育事業 保育課 A 
学童クラブでの障害児受入 放課後対策課 A 
障害児通所支援事業 障害福祉課 B 
障害者（児）日中一時支援事業 障害福祉課 B 
発達障害者支援ネットワーク会議 障害福祉課 A 
障害者サポート講座 障害福祉課 A 
障害者文化活動推進事業 障害福祉課 A 
余暇活動支援（ほっと・サロン事業） 障害福祉課 A 
就労促進支援事業 障害福祉課 A 
日曜教室（つばさ CLUB） 学習・スポーツ課 B 

チャレンジ雇用 
人事課 
障害福祉課 A 

マルチメディアデイジーの充実 図書館課 A 

外国にルーツを持つ子ども・若
者への支援 

《重点》多文化共生推進事業 企画課 B 
日本語指導教室 教育センター B 
日本語初期指導事業 教育センター A 
外国籍の子どもへの学習支援 指導課 A 

パンフレット・ホームページ等の外国語版の作成 
文化観光課／ 
広報課／学務課 
土木管理課 

B 

外国籍児童・生徒等に対する通訳サービス・通訳派
遣の充実【再掲】 

学務課 A 

 ※  「住宅課」から担当課変更。 

 ※1 「子育て支援課」から担当課変更。 
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具体的な取組 構成事業 担当課 
主管課
評価 

非行・犯罪に陥った子ども・若
者への支援 

保護観察対象少年に対する就労支援事業 子ども若者課 B 
社会を明るくする運動 子ども若者課 B 
更生保護サポートセンターの運営支援 子ども若者課 B 

その他配慮が必要な子ども・
若者（DV、多様な性自認・
性的指向の人々、自殺予防
など）への支援 

女性の専門相談 
男女平等推進セ
ンター 

Ｂ 

緊急一時保護 子育て支援課 Ｂ 

多様な性自認・性的指向の人々への理解促進 
男女平等推進セ
ンター 

Ａ 

区立小学校・幼稚園における医療的ケア児に対する
教育の充実 

学務課 B 

自殺・うつ病の予防対策【再掲】 保健予防課※2 B 
青少年自殺予防対策事業【再掲】 子ども若者課 B 

DV・デート DV 防止のための周知啓発事業【再掲】 
男女平等推進セ
ンター 

Ａ 

※2 「健康推進課」から担当課変更。 

 

【重点事業の実施状況等】 

令和 4 年度における重点事業（８事業）の実施状況等は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※担当課が子ども家庭支援センターに変更 
目標値（令和６年度）見直し   

見直し後の目標値 見直しの理由 

― 
区児童相談所が虐待対応の主軸となるため。子ども家庭支援センタ―対応の虐待の改
善率は減少すると思われるため、児童相談所との協議を要する。 

 
実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

47.1% 

三機関（児童相談所、保健所
〈池袋保健所、⾧崎健康相談
所〉、子ども家庭支援センター）
の連携強化のため定期的な会議
を実施した。 

A 

児童相談所が開設し、子ども家庭支
援センターとの両輪になっての児童虐
待対応になる。間口が広がり、虐待対
応の幅が広がる見込み。児童相談所
が虐待対応の主軸のため、今後検討
する。 
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実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

①3 回 
②19 家庭 

養育体験発表会のほか、里親
個別相談会を２回実施し、制
度の普及と里親家庭の登録促
進を行いました。 
養育家庭の新たな登録があった
ものの、休止家庭も生じたため目
標値までは至りませんでした。 

B 

区民ひろばを利用した里親出張相談
会や、ミニ養育体験発表会の開催など
制度普及と登録促進イベントを強化し
ます。 
また、登録済みの里親家庭に対して
も、里親包括支援事業者と連携し
て、きめ細かな相談対応や研修の実
施など支援を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

① 27 件 
② 17 件 

公立小中学校の児童生徒のタブ
レットパソコンからのメッセージに対
応し、指導課、子ども家庭支援
センターと連携しての支援を行っ
た。 

B 

引き続き、指導課や子ども家庭支援
センターとの連携に加えて、児童相談
所、子どもの権利相談室との連携体
制も整理し、さらなる連携の強化に努
める。 
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【青少年問題協議会からの意見】 

  ●【重点事業 42 子ども若者総合相談事業（アシスとしま）【再掲】】 

  全国的にも小中学生の不登校の子どもの数がかなり右肩上がりだと思うのですが、豊島区の不登校

に関する相談件数の目標値と、ひきこもりに関する相談件数が結構少ないなという印象があります。 

不登校の子どもがいるお宅や、ひきこもりの子どもがいるお宅からの相談がくるのを待つだけの姿勢で

はなく、子どもたちに配慮しながら、そのような子どもがいる地域に出向くというような取組がとても大事だ

と思うので、このアウトリーチをぜひ推進するべきです。 

事業内容や令和 5 年度以降の取組のところで、「指導課、子ども家庭支援センター、児童相談所、

子どもの権利相談室との連携体制も整理し、さらなる連携の強化に努める」とありますが、連携を必要

とする部署が増加していくと考えられます。 

学童期から小学校を経て中学校、さらには 20 代、30 代というようにつながっていく形になると思いま 

すので、その間の切れ目ない支援を展開していくためにも、横の連携をしっかりとりながら取組むべきです。

また子ども若者総合相談ということなので、若者のひきこもりの人たちに対しても年齢的な部分で、 

相談員との相性もありますし、信頼関係も大事になってくる部分です。 

伴走型支援のように上手く支援が繋がるように切れ目のない支援の取組をお願いします。 
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目標値（令和６年度）見直し   

見直し後の目標値 見直しの理由 

①42 人 
②－ 

①子どもとの接触機会が減少していることに鑑みた。 

 
実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

①34 人 
②15 団体 19 教室 

4 年度は 3 年度に比べ、コロナの影
響による教室の休止は少なかったも
のの、感染拡大時に一部団体で休
止措置等が取られた。それ以外は概
ね予定通りに開催できたことから目標
数の達成に繋がった。 

B 
引き続き、学習支援の後方支援活動
として「とこネット」運営を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

95.83% 

コロナ感染予防に留意しながら、訪問・
面接相談等を実施しました。その中
で、各世帯の抱える課題を把握し、必
要な情報提供や個々に応じて関係機
関に繋げるなどの支援を行いました。 

B 

専門の支援員が支援対象世帯の抱
える問題点を把握し、ケースワーカーや
関係機関と連携しながら必要な支
援、情報提供等を行います。 
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実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

7,684 件 

ひとり親家庭のしおり、リーフレット作
成・配布、ホームぺージによる広報を
実施した。また、としま子ども若者応
援基金を利用した食糧支援をのべ
970 世帯におこなった。 

B 

引き続き相談対応に重点をおき、
NPO 団体とも連携し、生活安定に向
けた支援につなげていく。 

 

【青少年問題協議会からの意見】 

  ●【重点事業 168 ひとり親家庭支援センター事業】 

 事業内容としてはひとり親家庭支援センターを設置して、ひとり親家庭の総合窓口として様々な相

談に応じ支援を提供するということが示されています。 

令和 4 年度の取組内容としてはいろいろな広報活動を実施したことや寄附金や基金を活用した

食糧支援を実施したという内容になっています。 

一方で、令和 5 年度以降の取組の方向性としては、相談対応に重点を置いて進めていきたいと

書かれています。 そうなると取組内容の広報活動や食糧支援ということと、取組の方向性においての

相談対応に重点をおき支援につなげるということが方向性としての相違があるように思います。 

相談対応の重点事業という取組を進めていくにあたっては、親子のニーズや親の経済的困窮・生活

困難等様々な相談をしっかりとくみ取ったうえで、親子のニーズに応じた支援が展開されることを望みま

す。 

例えば子どもの権利の視点で考えると、子どもが面会交渉をする機会や、季節に応じた行事の中

で子どもたちが交流できる機会、ひとり親家庭の貧困率を解消させるために養育費の取立てを支援す

るなど、いろいろな方策があると考えられます。 

すでに取り組んでいることもあるかもしれませんが、そういうことも相談対応への重点事業ということ

で、子どもの権利の視点から様々な取組につなげていくことが望ましいです。 
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※担当課が子ども家庭支援センターに変更 
 

実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

5,083 件 

行事やイベントは中止することなく
実施できた。個別の専門相談に
ついては枠を月 8 日分増設。指
導室の不足には、サテライト施設
として区民ひろば 2 か所を借りて
実施した。 

B 

引き続き、相談枠増設分（R4 年度
―8日、R5年度ー16日）を継続し、
相談への早期の対応をする。 
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目標値（令和６年度）見直し   

見直し後の目標値 見直しの理由 

20 団体 目標の指標を、会議体の件数から連携団体数に変更したため。 

 
実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

19 団体 

学習院大学が事務局を務め、日本
語教室やＮＰＯ法人、外国にルー
ツを持つ区民等で構成する「日本語
ネットとしま」に３回参加したほか、区
内の外国人支援団体が主催するシ
ンポジウムにも参加し、関連団体との
各種情報共有、連携強化に向けて
話し合いを行いました。 
また、東京都が行う「コンビニの外国
人店員による子どもの見守り活動事
業」において区の窓口となり、周知活
動に協力しました。 

B 

引き続き「日本語ネットとしま」に参加
し、外国籍等区民に対する地域全体
の理解を深めていくとともに、新たなコミ
ュニティ・機関との連携を進めていきま
す。 

 

【青少年問題協議会からの意見】 

 ●【重点事業 194 多文化共生推進事業】 

 大学と連携した調査などもおこなっていて興味深いものと拝見しました。気になった点として、令和 3 年 

度への取り組みの方向性で「調査の結果を分析し区の政策への反映をする」とあり、実際に分析された 

ということですが、令和 4 年度、令和 5 年度の方向性には調査結果の分析からの反映や PDCA に 

かかわる記載がないことが残念です。 

事業の継続として調査から見えてきた施策の取り組みの方向性があるのであれば、これからの計画 

でもどう反映させるのか教えていただきたいです。 
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「相談体制の充実と情報発信」は、１つの具体的な取組、27 事業（うち重点事業は１事業、

終了事業は含まず）で構成されています。 

それぞれの事業の令和 4 年度における主管課評価は、評価 A（目標以上の取組ができた）が

14 事業（51.9％）、評価 B（ほぼ目標に資する取組ができた）が 13 事業（48.1%）となって

います。 

具体的な取組 構成事業 担当課 
主管課
評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
相談体制の充実と情報発信 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《重点》子ども若者総合相談事業（アシスとしま）
【再掲】 

子ども若者課 Ａ 

福祉包括化推進会議の設置 福祉総務課 B 

健康相談事業 
健康推進課／ 
⾧崎健康相談所 A 

精神保健福祉相談 
健康推進課／ 
⾧崎健康相談所 A 

消費生活相談事業 生活産業課 B 

子育て訪問相談事業【再掲】 
子ども家庭支援セ
ンター ※１ A 

スクールカウンセラー事業【再掲】 
指導課／ 
教育センター A 

「子どもの権利擁護センター(仮称)」の設置【再掲】 子ども若者課 A 

子どもの権利擁護委員相談事業【再掲】 
子ども家庭支援セ
ンター ※１ A 

人権擁護委員相談事業【再掲】 区民相談課 B 

子どもに関する相談事業【再掲】 
子ども家庭支援セ
ンター ※１ A 

子どもからの専用電話相談【再掲】 
子ども家庭支援セ
ンター ※１ Ｂ 

子ども家庭女性相談事業【再掲】 子育て支援課 B 

乳幼児健康相談【再掲】 
健康推進課／ 
⾧崎健康相談所 A 

東部・西部子ども家庭支援センター事業【再掲】 
子ども家庭支援セ
ンター ※１ A 

子育て支援総合相談事業【再掲】 子育て支援課 B 
マイほいくえん事業【再掲】 保育課 Ａ 
乳幼児健全育成相談事業【再掲】 保育課 B 
教育相談【再掲】 教育センター B 

発達支援相談事業【再掲】 
子ども家庭支援セ
ンター ※１ B 

発達障害者相談窓口【再掲】 障害福祉課 Ａ 
区立幼稚園幼児教育相談【再掲】 教育センター 終了 

巡回子育て発達相談事業【再掲】 
子ども家庭支援セ
ンター ※１ Ａ 

更生保護サポートセンターの運営支援【再掲】 子ども若者課 B 

女性の専門相談【再掲】 
男女平等推進セ
ンター Ｂ 

子ども・若者及びその家族への支援情報の提供 子ども若者課 B 
子ども・若者支援者への情報提供 子ども若者課 B 

（２）相談体制の充実と情報発信 
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相談体制の充実と情報発信 
 

「わたしらしく、暮らせるまち。」推進事業 ※ 
SDGs 未来都市
推進課 ※   Ａ 

 ※  「としま scope」から事業名変更及び 「わたしらしく、暮らせるまち。」推進室から担当課変更。 

 ※1 「子育て支援課」から担当課変更。 

【重点事業の実施状況等】 

令和 4 年度における重点事業（１事業）の実施状況等は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

①349 人 
②タブレットパソコンからのメ
ッセージによる相談がさらに
増加した。 

公立小中学校卒業時や成人式での
アシスとしまカード配布による情報提
供、中高生センタージャンプへの出張
相談などは継続を続けるとともに、新
たに LINE での情報発信を行うことで
周知に努めた。 

Ａ 

アシスとしまカード配布による周知や中
高生センタージャンプへの出張相談を
継続し、相談しやすい環境を提供しつ
づけるとともに、若年層の利用が多い
LINE での情報発信を充実させていく。 
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【概要】 

目標Ⅵでは、地域での子ども・若者支援活動や子育て支援活動への支援、地域の様々な主体と

の連携・協働により、地域の力を活用しています。また、子育てのしやすい住宅や環境整備、犯罪や

事故、けが予防といった安全安心な環境整備に取り組むことで、子ども・若者や子育て世帯が安心し

て暮らせるまちづくりを進めるとともに、「国際アート・カルチャー都市構想」に基づき、子ども・若者が文

化芸術に触れながら成⾧できる環境を整備しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業区分別主管課評価の状況（目標Ⅵ）】 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計 

重点事業 1 3 0 0 4 

計画事業 24 18 3 0 45 

全事業 
25 

(51.0%) 
21 

(42.9%) 
3 

(6.1%) 
0 

(0.0%) 
49 

(100%) 
※ 再掲事業を含む。 

※ 計画策定後、事業統合となった１事業を除く。（計画事業） 

※ 構成比は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計しても 100 にならない場合がある。 

目標Ⅵは重点事業・計画事業・令和 3 年度新規事業あわせて 49 事業で構成されていますが、

Ａ及びＢで 93.9%を占めており、事業の多くがほぼ目標に資する取組ができたという評価となってい

ます。令和 3 年度の状況（A 及び B が 90.0％）に比べ少しですが成果が上がっています。 なお、

令和 3 年度末で 1 事業が終了しています。 

👉「取組の方向性」ごとの実施状況や重点事業の実績等については、次ページ以降に記載。 
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「地域の力の活用」は、３つの具体的な取組、21 事業（うち重点事業は２事業）で構成されて

います。 

それぞれの事業の令和 4 年度における主管課評価は、評価 A（目標以上の取組ができた）が

12 事業（57.1％）、評価 B（ほぼ目標に資する取組ができた）が 8 事業（38.1%）、評価 C

（目標に資する取組が想定を下回った）が 1 事業（4.8％）となっています。  

 

具体的な取組 構成事業 担当課 
主管課
評価 

地域の子ども・若者支援活
動、子育て支援活動への支
援 

スポーツ推進委員事業 学習・スポーツ課 A 
民生委員・児童委員事業 福祉総務課 A 
青少年育成委員会支援事業 子ども若者課 C 
コミュニティソーシャルワーク事業 福祉総務課 B 
地域福祉サポーターの養成と推進 社会福祉協議会 B 
地域活動交流センター管理運営 区民活動推進課 A 

区民や地域団体、大学との
連携・協働及び地域ネットワ
ークの形成 

《重点》子ども若者支援ネットワーク「ここにいるよ」 子ども若者課 B 
若者支援ネットワークの構築（子ども・若者支援地
域協議会） 

子ども若者課 B 

生活困窮者自立支援事業（支援調整会議の開
催） 

福祉総務課 A 

豊島区子育てネットワーク会議  
子ども家庭支援セ
ンター※ A 

中小規模公園活用プロジェクト 公園緑地課※3 A 
地域・大学連携事業 指導課 A 

コミュニティ・スクール導入等促進事業 
庶務課（教育施策
担当課⾧）※1 

A 

地域子ども懇談会 放課後対策課 A 
子ども食堂ネットワーク【再掲】 子ども若者課 A 
としま子ども学習支援ネットワーク「とこネット」【再掲】 福祉総務課 A 

SDGs 達成の担い手育成事業 ※2 
庶務課(教育施策
推進担当課⾧) 

A 

仕事と生活の調和の実現の
ための働き方の見直し 

《重点》ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度 
男女平等推進セ
ンター B 

企業･事業所への啓発事業 
男女平等推進セ
ンター B 

ワーク・ライフ・バランスフォーラムの開催 
男女平等推進セ
ンター B 

モデル事業所としてのワーク・ライフ・バランスの推進 人事課 B 

 ※  「子育て支援課」から担当課変更。 

 ※1 「指導課」から担当課変更。 

※2  計画策定後の新規事業（令和 3 年度～）。 

※3 「公園緑地課/「わたしらしく、暮らせるまち。」推進室」から担当課変更。 

 

 

（１）地域の力の活用 
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【重点事業の実施状況等】 

令和 4 年度における重点事業（２事業）の実施状況等は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
目標値（令和６年度）見直し   

見直し後の目標値 見直しの理由 

200 人 協議会設置要綱にある地域関係機関数は約 60 団体であり、地域のネットワーク構築を目的としているため。 

 
実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

23 人 

ネットワーク会議はパネルディスカッショ
ン、ワールドカフェの 2 部構成で意見
交換を行った。講演会はとしまテレビ
を活用、年間4回出演により情報発
信を行った。 

B 

コロナ感染症対策規制緩和に伴
い、講演会の対面実施の再開、ネ
ットワーク会議は引き続きパネルディ
スカッションとワールドカフェの構成に
て情報交換を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

57 社 

令和 4 年 8 月～10 月まで認定申請
を受付しました。11 月にヒアリング審査
を行い、12 月に認定審査会を開催
し、認定企業を決定しました。令和 5
年 1 月に認定書授与を行いました。 

B 

認定更新に関わる事業者負担を
軽減するため、制度の一部見直し
を検討します。 
産業団体や区内大学、介護保険
事業者などへの制度周知を充実さ
せます。 
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【青少年問題協議会からの意見】 

  ●【重点事業 218 子ども若者支援ネットワーク「ここにいるよ」】 

  目標値に対して 10%程度の達成では評価が相違しているように感じます。 

目標設定が組織のネットワークを構築することであれば、関わっている機関や参加している方の組織の 

数などに今後は変更してもよいのではないでしょうか。 

ネットワークイベントの参加者数ではなく、地域関係機関が 60 団体もあるので地域関係機関とネット 

ワークが形成されているというような目標の打ち出し方もできるのではないでしょうか。 

参加者人数を目標値にするのか、それとも連携組織数で見ていくのかというのは今後検討してもよい 

と考えます。 

子どもや若者がネットワークに関わることができれば、いろいろなところにうまくつながる仕組みであること

を考えれば、ぜひ活性化してほしい事業です。 

 

●【重点事業 226 ワーク・ライフ・バランス推進企業認定制度】 

 ワークライフ・バランス推進企業認定制度について、進捗として策定時の 50 社から 7 社しか 

増えていないということは、そもそもこの制度が活用されていないように見えます。 

 認定を受けた企業（事業所）が、区の HP で紹介されるということで公表されるという意味では、 

企業についてはメリットがあるので、メリットを含めた形でしっかり広報活動をしたうえで、認定企業の 

さらなる増加に向けて取り組んでいただきたいです。 

 もし、認定をとるというメリットを感じられないということであれば、制度そのものの在り方を変えていく 

政策が考えられるので、目標の設定を検討するべきです。 
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「安全・安心な社会環境の整備」は、３つの具体的な取組、18 事業（うち重点事業は１事業、

統合事業・終了事業は含まず）で構成されています。 

それぞれの事業の令和 4 年度における主管課評価は、評価 A（目標以上の取組ができた）が 7

事業（38.9％）、評価 B（ほぼ目標に資する取組ができた）が 10 事業（55.6%）、評価 C

（目標に資する取組が想定を下回った）が１事業（5.6％）となっています。 

具体的な取組 構成事業 担当課 
主管課
評価 

子育て世帯にやさしいまちづく
りの推進 

《重点》子育てファミリー世帯への家賃助成事業 福祉総務課※１ B 
空き家利活用推進事業 住宅課 C 
近居・多世代同居の推進 住宅課 B 
公共施設の赤ちゃんスペース設置・周知 子育て支援課 B 

有害環境等への対応 

薬物乱用防止教育 指導課 B 
情報モラル教育 指導課 B 
PTA と連携した「SNS ルール」の活用 ※２ 庶務課 統合 
不健全図書類等規制対策事業 子ども若者課 A 

防犯・事故予防の推進 

子ども事故予防センター「キッズセーフ」の運営と事故
予防の啓発 

健康推進課／ 
⾧崎健康相談所 A 

安全・安心パトロールの実施 防災危機管理課 B 
小学校児童の通学路安全対策の推進 学務課 A 
学校安全安心事業 学務課 ※３ A 
安全・安心な学校づくり（インターナショナルセーフスク
ール） 

庶務課※４ A 

区立小学校・学童クラブの入退室管理システム 
学務課／ 
放課後対策課 A 

交通安全施設整備事業 道路整備課 B 
交通安全対策事業 土木管理課 B 
中学校自転車安全教室（スケアード・ストレイト授
業） 

土木管理課 B 

自転車ヘルメット普及啓発事業 土木管理課 B 
高齢者安全運転支援装置設置促進事業 土木管理課 終了 
公園等防犯カメラ整備事業 公園緑地課 A 

※１ 「住宅課」から担当課変更 

※２ 「情報モラル教育（指導課）」に統合 

※３ 「庶務課」から担当課変更 

※４ 「指導課」から担当課変更 

 

 

 

 

 

👉「取組の方向性」ごとの実施状況や重点事業の実績等については、次ページ以降に記載。 

 

（２）安全・安心な社会環境の整備 
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【重点事業の実施状況等】 

令和 4 年度における重点事業（１事業）の実施状況等は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※担当課が福祉総務課に変更 
実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

42 件 

ホームページ、子育て情報ハンド
ブックでの周知を行った。 
豊島区居住支援協議会等の関
係団体を通じた周知を図り、継
続して事業を実施した。 

B 
施策面を担う住宅課とともに、国籍要
件変更を含め、制度の検討を行う。 

 

【青少年問題協議会からの意見】 

 ●【重点事業 230 子育てファミリー世帯への家賃助成事業】 

 
住むところがない若者もたくさんいると聞いているので、子育てファミリー世帯向けだけに家賃の助成を 

するということでなく、そのような若者にも家賃を助成してほしいです。 
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「子ども・若者が文化や芸術に親しむことのできるまちづくり」は、１つの具体的な取組、10 事業

（うち重点事業は１事業）で構成されています。 

それぞれの事業の令和 4 年度における主管課評価は、評価 A（目標以上の取組ができた）が 6

事業（60.0％）、評価 B（ほぼ目標に資する取組ができた）が 3 事業（30.0%）、評価Ｃ

(目標に資する取組が想定を下回った）が 1 事業（10.0％）となっています。 

具体的な取組 構成事業 担当課 
主管課
評価 

文化・芸術に親しむ環境づく
り 

《重点》トキワ荘マンガミュージアムの開設・運営 文化観光課 A 
トキワ荘通りお休み処の運営 文化観光課 B 
芸術文化劇場の運営と文化芸術発信事業 文化デザイン課 A 
舞台芸術交流センターの運営と文化の発信事業 文化デザイン課 B 
池袋西口公園野外劇場管理運営事業 文化デザイン課 A 
池袋モンパルナス回遊美術館事業 文化デザイン課 B 
「フェスティバル/トーキョー」開催事業 文化デザイン課 C 
庁舎まるごとミュージアム運営事業 文化デザイン課 A 
熊谷守一美術館の運営 文化デザイン課 A 

IKE-CIRCLE による文化・観光情報発信 ※ 
(新規事業) 

文化観光課 A 

 ※ 計画策定後の新規事業（令和２年度～） 

【重点事業の実施状況等】 

令和 4 年度における重点事業（１事業）の実施状況等は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
実施状況   

令和 4 年度 令和 5 年度以降の 
取組の方向性 実績 取組内容 主管課評価 

65,190 人 

「トキワオトメ」「漫画少年大展覧号」「藤子
不二雄（A）のまんが道展」の特別企画展
を開催した。区内小中学校に「ふるさと学
習」での来館を促し、児童 1,625 名が来館
した。しかしながら、引き続くコロナ禍によるイ
ンバウンドの影響なども受け、目標には及ん
でいない状況となっている。 

A 

年 3 回 特別企画展を開催す
る。区内小学 3 年または 4 年生
を対象にした「ふるさと学習」によ
り来館を促す。また、昭和レトロ
館と連携し、昭和の歴史を感じ
ながら回遊できる街づくりに取り組
む。 

（３）子ども・若者が文化や芸術に親しむことのできるまちづくり 
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3 まとめ 

 

 「東京都こども基本条例」に続き、こども基本法が国においても整備され、令和 5 年 4 月 1 日から、

こども家庭庁が設置されました。 全国的にも、児童虐待やいじめ、子どもの貧困など、子どもや若者を

取り巻く解決すべき問題は山積になっている状況です。 

豊島区は平成 18 年に「豊島区子どもの権利に関する条例」を制定し、「子どもの権利」というものを

大切に考え、青少年問題協議会の下、専門委員会を設け令和 2 年度から 5 年間の豊島区子ども

若者総合計画（令和 2 年~6 年度）をスタートさせました。 

この 3 年間は、誰もが初めて経験するコロナ禍で、豊島区子ども若者総合計画（令和 2 年~6 年

度）が始まり、当初の見込みより評価が伸び悩んだ事業も多かったことでしょう。 

そのような状況の中でも、各所管課においてはこの計画の取組を少しでも推進しようと、感染対策を

講じ、創意工夫をし、試行錯誤しながら積極的に各事業に取り組んできました。 

その結果として、少しずつ目標以上の取組みができたという事業が増加し、昨年度よりもさらに評価が

上がっている状況を見ると、新型コロナウィルス感染症が 5 類に移行され落ち着いたことで、さらに事業を

推進することができたのではないでしょうか。 

しかしながら子どもの権利や保証の視点が見受けられない目標だったり、そもそも目標設定と結果に

疑問点があったり、事業を行う所管課や関連部署等の意見交換が十分にできていなかったりと、いくつか

の課題が見受けられました。 

事業を推進していくにあたっては、やはり PDCA サイクルに基づき毎年目標を見直し、改善した上で

実行することが大切です。 

目標を見直すにあたっては、「豊島区子ども・若者総合計画（令和２～６年度）令和 4 年度実

施状況報告書」を参考にしていただき、青少年問題協議会委員からの評価や意見を真摯に受け止め

ることが必要です。 

今後の方向性を考えるときには、青少年問題協議会や子どもの権利委員会の意見を踏まえて検討

してください。 

「子どもの権利」というものを常に念頭に置き、各事業の見直しや改善によって、関連部署間が連携し

て主体的に事業を推進していくことを心がけてください。 

 豊島区青少年問題協議会は引き続き「豊島区子ども・若者総合計画」の実施状況について検証を

行うとともに、本計画の改定に向け、検討を重ねてまいります。豊島区が、本計画の基本理念である「す

べての子ども・若者の権利が保障され豊かな文化の中で自分らしく成⾧できるまちづくり」の実現に向か

い、さらに前進することを期待しています。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊島区子ども・若者総合計画（令和２～６年度） 
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